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国立大学法人北見工業大学事業報告書

「国立大学法人北見工業大学の概要」

１．目標

北見工業大学は、昭和３５年に国立工業短期大学として設置された後、昭和４１年に北海
道の更なる開発振興を担う工業技術者等も育成するため、四年制の工業大学に移行して３７
年になる。この間、北見工業大学は、教育研究の質の向上を図りつつ、産業界や地域の要請
にも応えて、大学の規模、構成、及びその役割について自己改革を積極的に推進しつつ、時
代の変遷に伴う学生気質等の変化にも的確に対応してきた。
今後、学部教育においては少子化時代に適合して、個別の学修指導と体験学習を強化する

ことで、総合的な視野を踏まえた実践的問題解決力を有する技術者を養成する。また、大学
院教育においては、今後の科学技術創造立国の一翼を担うため、我が国の産業社会を支える
高度な専門的知識と国際性を備えた高度技術者の養成を目指す。
研究面では、これまでの北見工業大学の立地条件を活かした寒冷域工学等に関する研究実

績をさらに発展させるとともに、最先端の学問分野や学際領域での研究も推進し、一層の個
性化、活性化、高度化を達成する中で 「自然と調和するテクノロジーの発展を目指して」、
をスローガンに掲げ、時代と社会の要請に的確に応えつつ 「知」の時代にふさわしい国際、
的にも評価される個性輝く大学を目指す。

２．業務

・実践的教育の充実を図るための「もの創り工房」の設置
・大学院を担当する英語専任教員として、国際交流センターにコーディネーター講師を採用
・現代ＧＰ等の地域貢献型教育プログラムによる地域の活性化支援
・地域と連携した共同研究の取組
・役員による授業参観の実施
・北見、札幌、名古屋での父母と担任教員の懇談会の実施
・国際交流関係事務の一元化
・産学官連携の事務組織と関係教員との一体化
・教員評価に基づく研究費の配分による教育研究の活性化
・学科事務や技術部組織の改革を実施
・全教員に任期制を導入し、合わせて学内昇任制度を採用
・学長主導で迅速な意志決定と学内の情報の共有化
・定年者の動向に合わせた中期計画期間中の人員計画の策定
・共同研究等を拡大するための東京及び札幌サテライトオフィスの開設
・非常勤職員給与などの上限値の設定
・大学院、学部学生の入学者確保に対する積極的取組
・退職者の後任予定者の採用抑制と若返りによる人件費の削減
・達成度評価を目指した新たな教員評価制度の構築
・情報システムのハイセキュリティー化の推進
・大学独自に作業環境測定室を設置
・ユニークな安全マニュアルの作成

３．事務所等の所在地

北海道北見市

４．資本金の状況

４，３３３，２０３，９３５円（全額 政府出資）

５．役員の状況
役員の定数は、国立大学法人法第１０条により、学長１人、理事３人、監事２人。任期は、

国立大学法人法第１５条の規定及び国立大学法人北見工業大学学長選考規程、国立大学法人北
見工業大学理事の任命及び任期に関する規程の定めるところによる。

役 職 氏 名 就 任 年 月 日 主 な 経 歴
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１６ ４ １ 平成５年４月１日 北見工業大学学生部長平成 年 月 日
平成１２年４月１日 北見工業大学副学長学 長 常 本 秀 幸 ～

１８ ３ ３１ 平成１４年４月１日 北見工業大学長平成 年 月 日

１６ ４ １ 平成６年４月１日 北見工業大学地域共同研究センター長平成 年 月 日
平成８年４月１日 北見工業大学附属図書館長理 事 鮎 田 耕 一 ～

１８ ３ ３１ 平成１２年４月１日 北見工業大学副学長平成 年 月 日

１６ ４ １ 平成１１年４月１日 北見工業大学機器分析センター長平成 年 月 日
平成１２年４月１日 北見工業大学附属図書館長理 事 高 橋 信 夫 ～

１８ ３ ３１ 平成１４年４月１日 北見工業大学副学長平成 年 月 日

１６ ４ １ 平成１０年１１月 株式会社産学共同システム研究所代表取締役平成 年 月 日
平成１４年６月 テクノ・ヴイ・アイ・ピー株式会社代表取締役社長理事（非常勤） 白 井 達 郎 ～

平成 年 月 日１８ ３ ３１

１６ ４ １ 平成８年４月１日 北海道大学工学研究科長平成 年 月 日
平成１０年４月１日 北海道工業大学工学部土木工学科教授監事（非常勤） 土 岐 祥 介 ～

１８ ３ ３１ 平成１２年５月３１日 （社）寒地港湾技術研究センター会長平成 年 月 日

１６ ４ １ 平成１１年６月 株式会社札幌副都心開発公社常務取締役平成 年 月 日
平成１５年６月 石狩開発株式会社監査役監事（非常勤） 岩 城 重 雄 ～

平成 年 月 日１８ ３ ３１

６．職員の状況

教員 １７４人(うち常勤１５２人、非常勤２２人）
職員 １４９人(うち常勤１１８人、非常勤３１人）

７．学部等の構成

学 部：工学部
研究科：工学研究科博士前期課程、工学研究科博士後期課程

８．学生の状況

総学生数 ２，１２４人
学部学生 １，８５８人
博士前期課程 ２１７人
博士後期課程 ４９人

９．設立の根拠となる法律名

国立大学法人法

１０．主務大臣

文部科学大臣

１１．沿革

昭和 年 月 日 北見工業短期大学設置３５ ４ １
昭和 年 月 日 北見工業大学（機械工学科、電気工学科、工業化学科、土木工学科、一４１ ４ １

般教育等）設置
昭和 年 月 日 開発工学科設置４５ ４ １
昭和 年 月 日 電子工学科設置４８ ４ １
昭和 年 月 日 保健管理センター設置５０ ４ １
昭和 年 月 日 環境工学科設置５１ ４ １

工学専攻科設置
昭和 年 月 日 共通学科目（工業数学）設置５３ ４ １
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昭和 年 月 日 応用機械工学科設置５４ ４ １
昭和 年 月 日 工学専攻科廃止５９ ３ ３１
昭和 年 月 日 北見工業大学大学院工学研究科修士課程（機械工学専攻、電気電子工学５９ ４ １２

専攻、化学環境工学、土木開発工学専攻）設置
昭和 年 月 日 情報処理センター設置６４ １ １
平成 年 月 日 情報工学科設置２ ４ １
平成 年 月 日 地域共同研究センター設置４ ４ １０
平成 年 月 日 工学部機械工学科、応用機械工学科、電気工学科、電子工学科、工業化５ ４ １

学科、環境工学科、土木工学科、開発工学科及び一般教育等を改組し、
機械システム工学科、電気電子工学科、化学システム工学科、機能材料
工学科、土木開発工学科及び共通講座（人間科学）設置

平成 年 月 日 情報工学専攻設置６ ４ １
平成 年 月 日 留学生教育相談室設置６ ９ ７
平成 年 月 日 情報工学科及び共通講座（工業数学）を改組し、情報システム工学科設７ ４ １

置
平成 年 月 日 大学院工学研究科修士課程を改組し、博士前期課程（機械システム工学９ ４ １

専攻、電気電子工学専攻、情報システム工学専攻、化学システム工学専
攻、機能材料工学専攻、土木開発工学専攻）及び博士後期課程（システ
ム工学専攻、物質工学専攻）設置

平成 年 月 日 機器分析センター設置１１ ４ １
平成 年 月 日 未利用エネルギー研究センター設置１３ ４ １
平成 年 月 日 サテライト・ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー設置１４ ３ ５
平成 年 月 日 国立大学法人北見工業大学設置１６ ４ １

地域連携・研究戦略室、知的財産本部及び国際交流センター設置

１２．経営協議会・教育研究評議会
○経営協議会（国立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関）

氏 名 現 職

常 本 秀 幸 学長
鮎 田 耕 一 理事
高 橋 信 夫 理事
大 島 俊 之 副学長
佐々木 克 孝 副学長
山 田 泰 二 事務局長
丹 保 憲 仁 放送大学長
梶 谷 誠 信州大学監事
大 味 一 夫 独立行政法人科学技術振興機構研究成果活用プラザ北海道館長
熊 谷 秀 男 ㈱東京電波代表取締役社長
越 膳 良 臣 ㈱北辰工業取締役会長
中 神 銑三郎 北見商工会議所会頭

○教育研究評議会（国立大学法人の教育研究に関する重要事項を審議する機関）

氏 名 現 職

常 本 秀 幸 学長
鮎 田 耕 一 理事
高 橋 信 夫 理事
大 島 俊 之 副学長
佐々木 克 孝 副学長
尾 崎 義 治 機械システム工学科長
細 矢 良 雄 電気電子工学科長
鈴 木 正 清 情報システム工学科長
吉 田 孝 化学システム工学科長
松 田 剛 機能材料工学科長
海老江 邦 雄 土木開発工学科長
照 井 日出喜 共通講座主任
鈴 木 輝 之 地域共同研究センター長
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青 木 清 機器分析センター長
鈴 木 茂 人 情報処理センター長
田 牧 純 一 技術部長
山 田 泰 二 事務局長
冨 士 明 良 機械システム工学科教授
山 城 迪 電気電子工学科教授
河 野 正 晴 情報システム工学科教授
鈴 木 勉 化学システム工学科教授
増 田 弦 機能材料工学科教授
森 訓 保 土木開発工学科教授
金 倉 忠 之 共通講座教授

「事業の実施状況」

Ⅰ．大学の教育研究等の質の向上
１．教育に関する実施状況

（１）教育の成果に関する実施状況

・学部においては，CALLシステムを活用し，英語必修科目を３科目(４単位)から６科目(７
） ， ， （ ） （ ，単位 に増やし さらに 第２外国語も従来の１科目 ドイツ語 から３科目 ドイツ語

ロシア語，中国語）に増やした。なお，CALLシステム導入後，学生のヒアリング能力に関
して理解度，正確さの向上が見受けられ，TOEIC受験者の平均点の向上が認められた。
また，大学院については，コミュニケーション能力の向上や国際感覚を育むため，休業期
間を利用して，英語圏の大学で行われている語学プログラムに参加するための海外英語研
修制度を設けている。

・情報科学の基礎を工科系の素養として位置付け，１年次の各学科共通科目として「情報科
」 。 ， ，学概論 を必修科目として開講している また 平成１７年度の特別教育研究費を活用し

各種学習支援ソフトの導入などを行っている。

・ 学術リテラシー」教育を充実するため，各学科とも「導入転換教育 （４～５人の少人「 」
数教育）を取り入れた入門，概論など専門基礎的（機械工学入門等）な科目を開講し，デ
ィベート力，発表力，文章力を成績評価に反映させている。
一般教養教育においてもゼミ形式の授業で，学術リテラシーの向上を目指した取り組みが
多く行われている。

・平成 年５月に，土木工学科が 認定（平成 年度卒業生から適用）された。16 JABEE 15
他学科についても申請に向けて準備をしている。特に各科目の目的と位置付け及び相互関
連を明確にするとともに授業の達成度評価を行う教育体制とした。

・ もの創り」に対する興味を喚起し，創造力を育成するための科目として 「創造基礎」「 ，
を設けているが，この授業の実践的場として利用している。この「もの創り工房」は，技
術員の技能向上のためのグループ研修や，学生有志グループによる平成16・17年度ＮＨＫ
大学ロボットコンテストやロボット・トライアスロン出場準備のための作業場としても利
用し，平成１７年度には，ＮＨＫロボットコンテストで上位入賞するなどの成果を上げて
いる。

・すでに平成16年度にシラバスを変更し，教育目標，成績評価方法などを明記するなどして
教育水準の確保に取り組んでおり，これを引き続き継続する。

・従来から行っていた，学会賞などの受賞者に対するミント賞に加え，学業成績，人物とも
に優れた大学院生を表彰する奨学・奨励賞を設けた。

・平成１７年度から，情報システム工学科では専門的な資格試験を取得した場合の単位認定
科目（実践工学Ⅰ・Ⅱ）を設け，学生の資格取得意欲向上に向けた方策を実施している。
また，一部学科においても資格試験と関連性の深い科目を開講している。
， ， ， 。なお 図書館においても 資格取得を支援するための資料 参考書等の整備を進めている

・キャリア教育充実のため，選択科目Ⅲに「総合工学Ⅰ・Ⅱ」を開講し，企業等に在職して
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いる同窓生など幅広い人材を講師に招き，職業観や倫理観に関する講義を実施している。

・インターンシップの位置づけをよりわかりやすくするため 科目名を 特別実習 から イ， 「 」 「
ンターンシップ」に改めるとともに，制度の積極的な活用を促進するため，同窓会の協力
を得て受入企業の開拓を行った結果，５０社を超え，参加学生も４０名に達している。

・調査方法の一つとして，卒業生に対しては毎年，本学卒業生の就職先企業等に対しては３
～４年毎にアンケート調査を実施している。この調査結果を踏まえて教育内容・カリキュ
ラムの改善等を推進するための自己点検を行った。今後は，アンケートの実施方法につい
てさらに検討を加え常に改善を図れる体制とした。

（２）教育内容等に関する実施状況

・アドミッションポリシーを定め，大学進学ガイダンスや高校出前授業などを活用し受験生
に周知を図った。
また，本学単独の進学説明会を盛岡で９月１０日に実施するなど入試広報活動を積極的に
展開しており，高校等の訪問は，法人化前の２０校から，１６年度３３校，１７年度は８
２校に増大した。

・平成 年度学部一般入試においては，道外受験場を増設し，大阪で実施することを決定19
した。

・全学科とも 対応カリキュラムを念頭に，科目間のつながりが明確にするためのフJABEE
ローチャートを作成するなど１７年度もカリキュラムの改善を図った。

・平成 年度から，選択科目Ⅲに「安全工学概論」として，全学科教員が連携して実施す17
る科目を設定した。

・各学科とも１年次に少人数対応科目（例えば「機械工学入門 「電気・電子工学総論」な」
ど ，また，２年次，３年次には実験・実習科目を開講し，早い時期から基礎的能力を養）
うためのきめ細かい教育を実施している。

・平成 年 月から，各教員にオフィスアワーの設定を義務付けている。教員毎のオフィ16 10
スアワーについては，学科掲示板及びホームページで学生に周知し，活用を呼びかけてい
る。教養系科目を担当する教員を中心とした卒論指導を有しない教員の学生に対する個別
指導についても，多くの教員が学生とのコミュニケーションを増大させるなど，協力が得
られている。

・各学科とも，JABEE対応カリキュラムの編成に伴い，シラバスに評価配点に関するガイド
ラインを記載した。また，各科目によって評価方法が不明確であったものを具体的な基準
を設けて改善した。

・アドミッションポリシーを定め，ホームページ上に掲載をした。
また，次年度以降の募集要項や大学院概要にも掲載し，大学及び専攻科のある高等専門学
校など幅広く配布した。

・平成 年度に本学ホームページ英語版を全面リニューアルしたが，留学生受入強化のた16
めさらに内容の充実を図った。

・すでに平成16年度から，学部と同様，授業開始時に詳細版のシラバスを配布している。開
講科目について，内容と科目間のつながりを検討し，教育課程が整合性のとれたものにな
っていることを，教務委員会で確認するシステムとなっている。

・学部学生向けに設定した企業経験者による講義（ 総合工学Ⅰ 「総合工学Ⅱ ）を大学「 」， 」
院の特別講義として受講を勧めるなど，実践的教育を行っている。

・通常の講義等においても，演習問題や実験との関連を通じて学生とのコミュニケーション
を多くし，理解度を高めるとともに学生に考えさせる場を多く提供している。
さらに，本学の 周年記念事業の一環として 「学長と学生による懇談会」を大学院学生45 ，
・学部学生を対象として行った。この中で，学生からの要望や質問を受け，また，大学か
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ら最新の情報を伝えるなど，コミュニケーションの機会を増やし，学生の創造性を引き出
す機会を設けている。

・平成 年度に社会人対象の長期履修学生受入のための学内関係規程を整備し，制度化し17
た。平成 年度入学者から適用する。18

・評価配点等についてのガイドラインを，学部同様シラバスに明記した。今後その実施内容
についての精査を行うこととしている。

（３）教育の実施体制等に関する実施状況

・英語圏の外国人教員を１名増員し 英語教育科目も従来の３科目 ４単位 から６科目 ７， （ ） （
単位）に増やし，一層の充実を図った。

・授業の空き時間に教室を自習場所として積極的に活用してもらうため，学内 を利用LAN
したグループウェア「サイボウズ」を活用し，教室の有効利用を図っている。

・図書館においては通常２０時まで，試験期間中は２２時までの開館時間とするとともに，
コイン式複写機の設置，自動貸出装置の導入による「セルフ貸出」の開始，館内貸出パソ
コンの備付け等，自習環境の向上を図った。

・電子ジャーナル及び文献情報データベースについては，学内でフリーに利用できる年間ア
クセス固定料金制のパッケージを整備した。

・教員の授業方法等の改善を図るため，原則全科目を対象に教員相互の授業参観を実施して
いる。公開授業数は平成15年度(43科目)に比べ平成17年度は約４倍(166科目)に増大して
いる。なお，学生の授業評価の低い教員を中心に役員の授業参観を実施し，改善提案など
を行っている。

・全学的ＦＤ研修会として，ワークショップ１回と外部講師による講演会２回の計３回行っ
た。さらに，学内で，ワークショップ報告会を実施し，その報告内容を基に参加した教員
とさらに議論することにより，一層の学習指導法等の改善を図っている。

・e-ラーニング型ホームページによる講義内容のコンテンツ開発などユニークな学習指導法
や新たな教材開発を行った，個人又は教育プロジェクトに対して教育優秀者制度（ エク「
セレントプログラム賞 ）を設け表彰し，教育内容の改善に効果を上げている。」

・本学としての魅力ある科目（ 雪氷学特論 「先端材料特論」など）を継続して開講し，「 」，
他大学との共同教育を積極的に進めている。
なお，他大学との通信媒体手段として，インターネットを利用したｅ－ラーニングシステ
ム設置に向けて，具体的な作業を開始し，平成１８年度に実用化する。

（４）学生の支援に関する実施状況

・各学科とも，学年毎に担任制度を確立している。さらに，４～５人の学生を担当する「個
別担任制」を導入し，年２回以上の学生との個別面談を実施し，修学相談等に積極的に対
応している。

・北見，札幌及び盛岡にて父母懇談会を開催した。大学の動向及び学生の学習状況の説明を
， ， 。行うとともに 学生個々の成績等についても個別に対応し 支援体制の充実を図っている

・週１回非常勤カウンセラーと「保健管理センター」及び「学生よろず相談室」が密接に連
携し，問題解決に積極的に取り組んでいる

「 『 』 。」 「 」，・ 学生支援課は あなた！ を支援します をキャッチフレーズに 学生よろず相談室
非常勤カウンセラーと連携して支援体制の充実を図っている。
また 「単位不足などの警告 「学校に行っていない」等父母からの電話相談等にも各課， 」，
と連携しながら積極的に対応している。

・就職ガイダンス（５回 ，会社説明会を随時（２８回）開催，就職が決定した学生による）
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下級生（３年生）への「就職アドバイス」を就職支援係が企画実施したが，就職ガイダン
スには延べ７００人近い学生が参加した。
また，求人希望企業に対して 「求人申込書」をホームページ上でダウンロードを可能と，
し，就職活動の支援を充実させている。

・本学後援会「KIT元気会」の協力を得て，大学院修了後，北見市内の企業に３年以上勤め
ることを条件とした本学独自の新しい奨学制度を設けた。
また，生協内の業務に学生アルバイトを活用してもらい （年間 人程度）経済的支援， 200
の充実を図っている。

・ 年度に，教員と事務員で運営する国際交流センターの設置により国際交流の充実が図16
られている。例えば，留学生特別健康診断の年２回実施の確立，在留資格の申請を大学が
取りまとめて行う体制の強化，新たな民間宿舎 戸の開拓及び新たな奨学金の開拓等留20
学生への支援を実施した。
また，留学生・本学日本人学生・教職員・北見市民等が参加しての，絵手紙，習字，生け
花，お茶，日本舞踊，留学生の母国の文化紹介等を通して，国際交流の充実・発展を図る
ための取組を実施した。

２．研究に関する実施状況
（１）研究水準及び研究の成果等に関する実施状況

・本学が目指すべき方向性については企画運営会議で定め，これまで推進してきた４重点研
究部門に新しい研究連携を推進するために，資料にあるような の研究推進センターを14
設置してプロジェクト研究の実質化を図った。

・福祉支援関連研究の推進のため 「医工連携フォーラム」を継続開催している。又，近隣，
自治体（美幌町）と介護に係る共同研究を実施し，成果の「水上車いす」はテレビ・新聞
でも紹介された。

・平成 年度に設置した地域連携・研究戦略室による統括した業務を推進している。関連16
する教員と研究協力課の密接な情報交換及び教員の様々な情報発信による意識改革を図っ
た結果，共同研究件数，受託研究などの増大が達成できた。
この成果として，外部資金については，昨年度実績を 超え，また，職務発明届け出5.2%
件数も昨年度実績を６件超えている。

・平成 年度，北見市の事業で実施した大学シーズ・企業ニーズに基づくコンソーシアム17
型共同研究のテーマ募集に応募し，３件の採択を受けた。科学技術振興機構（ＪＳＴ）の
新事業「シーズ育成試験」募集においても４件の採択を受け，新産業創生へ向けての基盤
作りを実施している。

・研究目標・計画書の様式を定め，研究者個々人の研究目標及び今後３年間の研究成果の見
通し・計画を明確にした。

（２）研究実施体制等の整備に関する実施状況

・教員採用については，３ヵ年(平成 年度～平成 年度)について研究分野を定めた計画17 19
を学長が提案するが，教育研究評議会で審議した後，役員会で決定し，これに従って学科
等の公募が行われる。

・平成 年度から実施している技術職員を各学科等に派遣する研究支援体制は十分に機能16
し，重点研究分野等の活性化を高めるとともに，技術職員の意識改革と技術力の向上に寄
与している。

・平成 年度は，重点研究分野を中心に非常勤研究員・技術員を 人採用したが，このう17 12
ち，外部資金による非常勤研究員・技術員を３人採用している。

・重点化研究分野のプロジェクト研究への配分は，各教員に教育研究活性化経費（学長裁量
32経費 の申請を求め 審査の上 各プロジェクト研究に対する総額として学長裁量経費の） ， ，

％を重点的に配分した。
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・平成 年に制定した「北見工業大学における教員評価制度について」に基づき教員の個16
人情報データベースを構築した。この教員個々のデータは大学評価委員会で評価するが，
この評価結果を基に役員会等で研究費の傾斜配分方針を決定している。

・平成16年度に設置した施設環境委員会では，学内全施設の利用実態調査を行い，それを基
に教育関連面積・研究関連面積管理部門面積及び学科ごとの基本面積等の分析を行った。

， ，この調査結果を基に共有面積の学内公募を行い 共用研究スペース運用審査専門委員会で
効果的な施設の運用を行っている。

・設備整備のマスタープランに基づき，教育研究活性化経費（学長裁量経費）の中で適切に
配分している。また，現有設備・機器の運用については，退職者の保有する機器のうち有
効活用が可能な機器については機器分析センターが主体となって効率的な運用を図る制度
を設けた。

・研究成果については，学会等で発表してしまうと公知の事実となり，特許出願ができなく
なるため，知的財産セミナー等を開催し教職員へ啓発を図っている。また，教員評価の中
で，特許出願を高く評価するように変更した。

・弁理士の資格を持つ客員教授を採用し，ことあるごとに知的所有権の創出・取得・管理・
活用等について助言・指導を受けている。

・知的財産本部のホームページを立ち上げ，学生等からの提案を受け入れる体制を整えた。
また，知的財産ポリシーを制定し，その中でも学生の提案に対する対応を明示している。

・知的財産権取得に対する登録補償金の支払い，知的財産権の実施等による収入への実施補
償金の支払規程を整備したが，既に適用例もある。

・平成 年５月に北海道ティー・エル・オー（株）との間で，職務発明等に関する技術移17
転，職務発明等の技術移転性の評価，ベンチャー企業の設立，運営支援について協定書を
締結し，活動を行っている。

・高度な設備を有し，共同研究を実施しているサテライト・ベンチャー・ビジネス・ラボラ
トリー( )の実績評価において，客員教授等による外部評価制度を取り入れ，その評SVBL
価結果に基づく予算の傾斜配分方式を制度化した。

・平成 年度に，４つの重点研究部門のもとに１４の研究推進センターを設置し，競争的17
資金獲得の申請を推進するとともに，各研究推進センターの申請に基づいて学長裁量経費
を重点的に配分した。
また，各部門に部門長（プロジェクトマネージャー ，各センターにセンター長（プロジ）
ェクトリーダー）を置き，研究の推進と質の向上，社会への還元を図っている。

・本学の学内共同教育研究施設である４センターと４つの重点研究部門をそれぞれ一体化し
機能的に運営することとし，各センター長（プロジェクトマネージャー）が統括する体制
とした。

・研究支援体制として，附属図書館と情報処理センターが連携し，本学の研究成果（論文等
の電子ファイル）を収集，保存し，学術情報をインターネットを通して発信するための計
画「機関リポシトリ」の構築に着手した。

３．その他の実施状況
（１）社会との連携、国際交流等に関する実施状況

・新産業創出等の支援の一環として，北海道経済産業局が推進する「リサーチ＆ビジネスパ
ーク構想」の地方展開事業について北見市産学官連携推進協議会が連携を決定したことを
受け，地域共同研究センターの産学官連係推進員・協力員会議でも全面バックアップする
こととした。
さらに，北見市産学官連携推進協議会が独自で進める「サポーターネットワーク事業」に
もサポーターとして登録し，従来の地域共同研究センターにおける技術相談に加え地域へ
の連携・協力体制を充実させた。



- 9 -

・平成１７年度の「おもしろ科学実験」は，校舎改修の影響で，規模を縮小して実施した。
参加者数は，募集人員を減じたため，減少したが，参加小・中学校数は，増加しており，
このイベントの地域小・中学校に対する周知が図られた。
また，大学祭とタイアップし小学生に焦点を当てたキャンパスツアーは，参加企画数が８
企画と昨年の２倍となり参加者も，ＮＨＫロボコン入賞ロボット公開が目玉となって倍増
した。特に，大人の参加者が増加した。

・連携事業として 「 年第一次オホーツク就職セミナー」を，地域共同研究センターが， 2005
中心となり，５月 日に実施した。21
平成 年度に引き続き 「 年オホーツクビジネスフェスタ」を， 月５日に実施し16 2005 11，
た。開催方法等を見直した結果，入場者数も倍増している。

・東京サテライトにおいては，知床世界自然遺産指定を記念して大学紹介イベントを１２月
16１０日に開催するとともに 入試広報の一環として 東京サテライトにおいては 平成， ， ，

年度に引き続き入居大学８大学による進学説明会を９月に実施した。札幌サテライトにお
いては，道央圏を中心とした志願者等への利便を図るために募集要項等を置き，ホームペ
ージ上でも公開した。また，それぞれのサテライト・オフィスに産学官連携コディネータ
を配置し，情報収集，ＰＲ活動を行っている。

・英語版研究者総覧は，教員評価データベースのデーターを活用するシステムを構築し，平
成１８年３月から公開した。

・協議機関として，これまでの単位互換推進協議会を引き続き活用し，本学の融合分野科目
として「安全工学概論」を開講した。

・帯広畜産大学と「地域共同研究センターを通して行われる産学官連係活動に関する包括的
協力のための協定」を締結し，実働組織を定め活動を開始したが，北見で開催された「医
工連携フォーラム」に帯広畜産大学から教員が参加し，活発な意見交換があった。

・平成１６年度から，本学学生の英語能力の向上や国際感覚を育むために，本学の学術振興
国際交流基金から旅費を支援し，学年末休業日に，アメリカの大学において大学院学生の
英語研修プログラムを実施し，参加者の 模擬試験の平均点がほぼ 点向上するTOEIC 100
成果を得た。

・平成 年 月に南バイカルのガスハイドレート発生に関する協定をロシア科学アカデミ17 11
ーシベリア支部湖沼学研究所と結んだ

17 10 Gas・平成 年 月，将来のエネルギーと環境を考えるための国際ワークショップ「
Hydrate Studies and Other Related Topics - for the Future Engergy and Envirenment

」を実施した。Considerations -
平成１８年３月には学術交流協定を締結している米国バージニア工科大学から外国人研究
者を招聘して，講演会を実施するとともに，３次元高度可視化研究推進センターの技術指
導を受けた。

・平成17年度から学内予算で整備した研究者交流施設が利用可能となり，本学で研究を行っ
ていた研究者のうち７人が研究者交流施設宿泊室を利用した。その利用日数は全３室で延
べ789日，75％の利用率であり，短期研究交流者の支援環境を充実した。

Ⅱ．業務運営の改善及び効率化
１．運営体制の改善に関する実施状況

（ ， （ ）， （ ），・平成 年度に経営戦略の立案を行う企画運営会議 学長 理事 ２人 副学長 ２人16
事務局長，各課長陪席）を設置し，その下に各専門部会を置き，戦略立案体制の強化と業
務運営の効率化を図っている。なお，多くの新規事項，改善提案などが，企画運営会議の
方針に従って実現している。

・重要な審議機関である教育研究評議会の構成員のあり方及び審議事項の整理，また教授会
との関係等の再検討を行った。審議事項については企画運営会議で精査している。
なお，役員会８回，経営協議会は６回開催し，本学の重要方針について審議を行っている
が，そこでの外部委員の提言等は大学運営に反映している。
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・入試関連業務については，入試課と入学者選抜委員とが連携して信頼性の高い入試体制を
構築している。とりわけ，進学説明会等の広報業務については，副学長主導のもと連絡調
整を密にすることで，数多くの教職員が携わることにした。その結果、出前授業，高校訪
問，進学説明会等の企画が適格に実施できている。

・平成 年に知的財産本部，地域共同研究センター，サテライト・ベンチャー・ビジネス16
・ラボラトリーが連携した地域連携・研究戦略室設置した。ここには，地域共同研究セン
ター教員も常駐しており，ワンストップサービスの充実が図られている。同時に産学官連
携・外部資金導入に関する業務を統括する研究協力課を設置し，これにより外部資金導入
などの成果をあげている。

・ 年度に設置した教員・事務職員等が一体となって運営する国際交流センターは，平成16
年度から事務組織の強化を目的に国際交流推進室を設け，さらに充実を図る。18

・学生の就職指導体制として，学生支援課就職支援係が情報の提供や連絡調整を行い，就職
担当教員や学科事務係とも連携して業務を行った。その結果，担当者間の事務処理が迅速
になった。また，就職担当教員と求人情報の迅速な伝達・共有化を図るため，週１回メー
ルにより「学生支援課受付求人（受付月日順 」等を配信している。）

・毎年向こう３年間の教員配置計画の中で，学長裁量定員を確保して，役員会で運用する体
制とした。
例えば，語学の教員の増強，バイオ系の教員採用などが実施されている。

・平成 年度から共用研究スペース運用審査専門委員会の議を経て，学長が重点的に配分16
している。

・教育研究経費については，教員評価制度の評価結果に基づき評価結果を 段階に区分し11
て，傾斜配分を行った。また，教育研究活性化経費（学長裁量経費）を活用し，重点化研
究プロジェクト及び研究推進センターへ重点的に配分した。

・教員については，大学評価委員会で平成 年度（平成 年度実績）評価を実施し，その17 16
結果を勤勉手当に反映させた。また，各学科等との懇談会において，評価に関する意見交
換を行い，指摘のあった内容等について大学評価委員会で検討し，平成 年度評価に反18
映させている。
なお，事務職員については 「事務職員の人事に関する基本方針」を定め「事務職員評価，
実施要領」及び「事務職員勤務評価書」等を作成し，試行評価を実施した。

・業務監査等を円滑に実施するため，総務企画課に監査・評価室を新設し，監事及び会計監
査人と連携した内部監査体制の確立を図っている。
なお，監事は，本学の重要会議には陪席することとし，また，業務監査実施の都度，監事
から監査報告書を提出してもらう体制とした。

２．教育研究組織の見直しに関する実施状況

・現在，学部一般入試における志望学科は１学科のみであるが，平成 年度学部一般入試19
においては，２学科まで志望可能な募集区分の導入を決定した。
今後も学部の教育体制の変化に対応しながら，引き続き効果的な学生募集のありかたにつ
いて検討する。

３．人事の適正化に関する実施状況

・平成 年度から期末手当と勤勉手当の比率を法人化前の から に変更した。教員16 7:3 6:4
に対する勤勉手当は任期制の適用状況や業績を加味した支給方式とし，平成 年 月期17 6
から，教員評価制度に基づいて評価した結果を反映させている。

・教員の新規採用については，定年予定者などの後任人事を含めた３ヵ年の採用計画を学長
が毎年提案しているが，教育研究評議会で審議し，役員会の議を経て決定している。
今年度における３ヵ年の採用計画（平成 年度～ 年度）については，定年者の後任採17 19
用７名，学長裁量定員２名，採用留保２名とすることを平成 年 月 日開催の教育研17 9 1
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究評議会で審議され，平成 年 月 日開催の役員会で決定した。17 9 16

・法人化に移行した時点での教員の任期制適用割合は ％であったが，平成 年３月末日56 18
現在， ％となり，当初の目標は達成された｡63
任期制適用の受付は，今後も年２回（４月及び 月）実施する。10

・平成 年 月５日に策定した「現中期目標期間における事務系職員の配置数等に係る基16 10
本方針について （学長裁定）に基づいた採用計画にて実施している。」

・平成１７年度の一般事務職員５名の採用は，採用計画に基づき，統一試験合格者から採用
した。
また，本学採用面接受験者は 名であった。21

・事務職員の改革意欲・資質の向上を図るため，平成17年からキャリアアッププログラムを
策定し，月１回程度，学内外の講師によるキャリアアップ研修会を開催している。また，
中堅職員，主任及び係長クラスを対象とした合宿による職員研修，係員を対象とした若手
職員研修，英会話研修（基礎コース及び応用コース）及び簿記研修を実施した。

・平成１７年度の人事交流は，北海道大学９名，旭川医科大学１名であった。

４．事務等の効率化・合理化に関する実施状況

・平成１７年度は，監査・評価室の強化と総務企画課に学科事務室を設置した。なお，平成
１８年度からは，研究協力課に国際交流推進室，財務課に経理室，教務課に教育事業推進
室を新設すること及び従来の課長補佐を副課長に改め，責任体制の明確化を図る組織に移
行することを決定した。

・①学内外における業務の電子メール化②会議資料の減量化③経費節減に関する定期的な学
内アナウンス④用紙裏面の活用⑤研究業績集などの編集に際し，教員評価データーベース
を利用するなどのペーパーレス化などを推進したことにより，前年度比５％削減された。
なお，今後も，平成１７年度に策定された「管理的経費節減計画について」に基づき，用
紙使用量を引き続き削減する。

・平成 年度から守衛業務の全てをアウトソーシングするともに，除雪業務についてもア17
ウトソーシングしている。
なお 「管理的経費節減計画について」に基づき，経費削減の可能性のある事項について，
検討を進めている。

Ⅲ．財務内容の改善
１．外部研究資金その他の自己収入の増加に関する実施状況

・外部資金導入状況などの評価により，共有部分の研究スペース３室を配分している。この
ような研究支援等の面で優遇することにより，外部資金導入が促進され，前年度比 ％5.2
増と順調に増大している。

・学長，副学長が参加して実施した，東京サテライトでの本学パネル展には，１５０社以上
の来場があり，学長，副学長が積極的な対応で成果を上げた。そのほかにも地域の企業等
数十社に対して広報活動を行った。

17 11 KIT・北見市 北見商工会議所 同窓会が中心となり 平成 年 月北見工業大学後援会， ， ， 「
げんき会」が設立され，会員の募集が行われた。
これを受けて，学長，役員が中心となり企業等を訪問し，協力要請の活動を行っている。

２．経費の抑制に関する実施状況

・事務局が中心となり「管理的経費節減計画検討ワーキンググループ」を立ち上げ，光熱水
「 」料の縮減や図書の購入方法の改善等全学的な経費節減計画 管理的経費節減計画について

を策定し，全学生，教職員に理解と協力を求めた。
なお，旅費のコスト低減について検討を行った結果，インターネット航空券予約システム
の利用割引等を活用することにより旅費の削減を図ることとし，平成１８年１月から事務
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部門において運用を開始した。

・平成 年度に公用車（乗用）１台を廃止した。代替措置としてタクシーチケットを必要17
に応じて使用することとした。このことにより，タクシー利用料の増大が懸念されたが，
自動車購入費の節約等も勘案すると，前年度比 ％の経費削減が図られた。55,7

・平成１７年度は夏期省エネパトロールを８月に，冬季省エネパトロールを 月に実施す12
るとともに省エネポスター，シールを配付した。パトロール結果等については施設環境委
員会に報告し，一層の省エネについて注意喚起した。
その結果，夏季省エネパトロール実施後の光熱水量（電気・ガス・下水）は前年同月比で

％，冬季省エネパトロール実施後の光熱水量（電気・ガス・下水）で ％に削減86.3 98.8
が図られた。また，建物毎の光熱水量（電気・ガス・下水）を把握するため，計器設置年
度計画を立案した。
なお，今後も，本年度策定された「管理的経費節減計画について」に基づき，光熱水料等
を引き続き削減する。

３．資産の運用管理の改善に関する実施状況

・体育施設及び講堂については一般市民への利用情報をホームページ上に掲載した。また，
屈斜路研修所の利用率向上を図るため，新しく作成したパンフレットを道内国公私立大学
及び近隣小・中・高等学校等に配付し，一層の利用率の向上を図ることとしている。

・インキュベーション事業の一環として，北見工業大学発ベンチャー企業（コンピューター
システム開発会社）に施設を貸与し，課金制を導入している。

教室等の施設や高度機器など，外部者が利用可能な施設等を調査し，この結果を踏CALL
まえ，外部者利用規程等の整備に着手した。

・奨学寄附金については，総額２億円分の国債を取得し，健全でかつ効率的な運用を図って
いる。

Ⅳ．自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供
１．評価の充実に関する実施状況

・平成 年に制定した「北見工業大学における教員評価制度について」に基づいて教員個16
人情報のデータベースを構築し，今後の自己点検・評価の基盤を整えた。このデータの評
価を大学評価委員会で行い，各教員にその結果を通知するとともに，評価結果を勤勉手当
及び研究費の配分に活用している。また，評価結果の分析を行い，学内ホームページ上で
周知し，問題点の共有化を図った。
， ， ，なお 評価データが少なく正当な評価が困難と思われる新規採用教員 長期海外出張教員

若手教員については，別途学長裁量経費等で支援した。

２．情報公開等の推進に関する実施状況

・広報委員会において 副学長が中心となって 情報提供等に関するガイドライン 及び 報， 「 」 「
道機関との対応マニュアル」を作成し，大学情報の一元化を図った。
大学広報を積極的に展開するための一環として，大学広告看板を女満別空港に設置したの
をはじめ，本学の教育環境，知床関連の研究や地域貢献などの情報を北海道新聞(全道版)
に全面広告掲載した。また，大学の現状や今後の戦略を，地域に根ざした経済誌「コロン
ブス」に対談記事として掲載した。さらに，関東圏の企業人，一般市民を対象とした広報
の積極的展開として，大学概要や研究シーズを紹介するパネル展を地域連携研究戦略室と
連携して企画し，東京サテライトオフィスを会場として開催した。

Ⅴ．その他の業務運営
１．施設設備の整備・活用等に関する実施状況

・安全安心な教育研究環境をテーマに１号館改修工事（Ⅰ期）が計画通り平成 年２月に18
完成した。この工事においてコミュニケーションアトリュウム( ㎡）を増築するなど520
し，教育研究環境の充実を図った。

・１号館校舎改修未整備部分（Ⅱ期 ，図書館の増築等教育研究環境の改善については，長）
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期施設整備計画に基づき，平成 年度概算要求に重点事項等で予算要求を行った。18
１号館校舎改修整備（Ⅱ期）については平成 年度補正予算で１８年度に実施する。17

・施設環境委員会において学内施設の利用実態調査を行い，利用状況等と今後の方針につい
て審議し，学長へ報告した。
今後，教員の評価制度とリンクしたスペース配分を検討する。

・施設の維持管理の状況を把握するため，パトロールを実施し老朽状況を評価するとともに
建物修繕履歴のデーターベース作成に着手した。
産業医及び衛生管理者の立ち会いのもと，安全衛生パトロールを毎月実施し，不適切事項
については改善勧告及び改善後の報告を義務付けた。

２．安全管理に関する実施状況

・ 防災意識については 「北見工業大学危機管理規則」の制定及び「危機管理ガイドライ，
ン」を作成した。また，緊急時連絡体制を明記したポスターを作成し，構内の随所に掲示
して緊急時の体制を整えた。また，交通安全の面から無許可で構内に侵入する車両の取り
締まりを強化した。

・平成 年度から，４月当初のガイダンスにおいて安全マニュアルを用いた実験・実習に17
関する安全教育を行っている。また，各学科共通の科目として「安全工学概論」を設け，
工学全般にわたる事故防止や安全確保の教育を実施している。交通事故防止や安全運転に
ついては，交通安全ポスターや事故防止の掲示等を日常的に行うとともに，交通安全講演
会や交通事故防止実地体験等を実施している。

・施設環境委員会の下に 取得専門委員会を設置し，２回の委員会，研修会を開ISO14001
催し，取得に向けた具体的な審議を開始した。

Ⅵ．予算（人件費見積含む 、収支計画及び資金計画。）
１．予算 （単位 百万円）

区 分 予 算 額 決 算 額 差 額
(決算－予算)

収入
運営費交付金 ２，６７２ ２，６７２ ０
施設整備費補助金 ５５３ ５５７ ４
施設整備資金貸付金償還時補助金 ６６０ １，９８１ １，３２１
補助金等収入 ０ １５ １５
国立大学財務・経営センター施設費交付金 １９ １９ ０
自己収入 １，２５５ １，２６２ ７
授業料、入学金及び検定料収入 １，２３１ １，２３１ ０
財産処分収入 － － －
雑収入 ２４ ３１ ７
産学連携等研究収入及び寄付金収入等 ２１１ ２０１ △１０

計 ５，３７０ ６，７０７ １，３３７

支出
業務費 ３，２９４ ３，１０１ △１９３
教育研究経費 ３，２９４ ３，１０１ △１９３
一般管理費 ６３３ ６０５ △２８
施設整備費 ５７２ ５７６ ４
補助金等 ０ １５ １５
産学連携等研究経費及び寄付金事業費等 ２１１ ２２２ １１
長期借入金償還金 ６６０ １，９８１ １，３２１

計 ５，３７０ ６，５００ １，１３０

２．人件費 （単位 百万円）

区 分 予 算 額 決 算 額 差 額
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(決算－予算)

人件費（退職手当は除く） ２，５３５ ２，４９２ △４３

３．収支計画 （単位 百万円）

区 分 予 算 額 決 算 額 差 額
(決算－予算)

費用の部
経常費用 ４，２５２ ４，１５６ △９６
業務費 ３，７３９ ３，５６０ △１７９
教育研究経費 ６５６ ７１５ ５９
受託研究経費等 １４３ １２８ △１５
役員人件費 ５５ ５８ ３
教員人件費 １，９０８ １，７３９ △１６９
職員人件費 ９７７ ９２０ △５７

一般管理費 ２１３ ２８４ ７１
財務費用 ３ ４ １
雑損 ０ ０ ０
減価償却費 ２９７ ３０８ １１
臨時損失 ０ ４ ４

収益の部
経常収益 ４，２５２ ４，２０９ △４３
運営費交付金収益 ２，５１８ ２，３７６ △１４２
授業料収益 １，０９４ １，１０１ ７
施設費収益 － ５０ ５０
入学金収益 １６０ １５５ △５
検定料収益 ４０ ３８ △２
補助金等収益 － １２ １２
受託研究等収益 １４３ １４０ △３
寄付金収益 ６６ ８２ １６
財務収益 ０ ０ ０
雑益 ２５ ３１ ６
資産見返運営費交付金等戻入 ４８ ４８ ０
資産見返補助金等戻入 － １ １
資産見返寄附金戻入 １１ ７ △４
資産見返物品受贈額戻入 １４７ １６８ ２１
臨時利益 ０ ０ ０

純利益 ０ ４９ ４９
目的積立金取崩益 ０ ０ ０
総利益 ０ ４９ ４９

４．資金計画 （単位 百万円）

区 分 予 算 額 決 算 額 差 額
(決算－予算)

資金支出 ５，７７６ ５，５４５ △２３１
業務活動による支出 ３，９６７ ３，７０１ △２６６
投資活動による支出 ７４２ ９５６ ２１４
財務活動による支出 ６６０ ９９ △５６１
翌年度への繰越金 ４０７ ７８９ ３８２

資金収入 ５，７７６ ５，５４５ △２３１
業務活動による収入 ４，１１３ ４，１２７ １４



- 15 -

運営費交付金による収入 ２，６４８ ２，６４８ ０
授業料・入学金及び検定料による収入 １，２３１ １，２２６ △５
受託研究等収入 １４３ １５３ １０
補助金等収入 １５ １５
寄付金収入 ６７ ４３ △２４
その他の収入 ２４ ４２ １８
投資活動による収入 １，２３２ ５７６ △６５６
施設費による収入 １，２３２ ５７６ △６５６
その他の収入 ０ ０ ０
財務活動による収入 ０ ０ ０
前年度よりの繰越金 ４３１ ８４２ ４１１

Ⅶ．短期借入金の限度額

平成１７年度において短期借入の実績はなかった。

Ⅷ．重要財産を譲渡し、又は担保に供する計画

平成１７年度において重要な財産の譲渡及び担保への供与については該当がなかった。

Ⅸ．剰余金の使途

平成１７年度において剰余金の使途については該当がなかった。

Ⅹ．その他
１．施設・設備に関する状況

施設・設備の内容 決定額（百万円） 財 源

・アスベスト対策事業 総額 ５７６ 施設整備費補助金 （５５７）
・校舎改修（工学系） 船舶建造費補助金 （ ０）
・小規模改修 長期借入金 （ ０）

国立大学財務・経営ｾﾝﾀｰ施設費
交付金 （ １９）

２．人事に関する状況

・ Ⅱ．業務運営の改善及び効率化」の「３．人事の適正化に関する実施状況」参照「

３．運営費交付金債務及び当期振替額の明細
（１）運営費交付金債務の増減額の明細 （単位：百万円）

当期振替額
交付金当

交付年度 期首残高 運営費交 資産見返 資本 期末残高
期交付金 運営費交 剰余金 小計

付金収益 付金

57 0 4 20 0 24 33平成１６年度

0 2,647 2,372 95 0 2,467 180平成１７年度

（２）運営費交付金債務の当期振替額の明細
①平成１６年度交付分 （単位：百万円）

区 分 金 額 内 訳

0成果進行基 運営費交付

準による振 金収益
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替額

0資産見返運

営費交付金

0資本剰余金

0計

0期間進行基 運営費交付

準による振 金収益

替額

0資産見返運

営費交付金

0資本剰余金

0計

費用進行基 運営費交付 ①費用進行基準を採用した事業等：平成 年度特別教育研究経4 16
準による振 金収益 費（教育特別設備費）

替額 ②当該業務に関する損益等

20 4資産見返運 ｱ)損益計算書に計上した費用の額：

営費交付金 (教育研究支援経費： )4
0ｲ)自己収入に係る収益計上額：

0 20資本剰余金 ｳ)固定資産の取得額：

③運営費交付金の振替額の積算根拠

業務進行に伴い支出した運営費交付金債務 百万円を収益24
計 化。24

国立大学法 該当無し0
人会計基準

第 第 項77 3
による振替

額

24合 計

②平成１７年度交付分 （単位：百万円）

区 分 金 額 内 訳

成果進行基 運営費交付 ①成果進行基準を採用した事業等：向学心、好奇心、工学心を39
準による振 金収益 喚起する実践的教育推進事業、バイオ資源メタン化とそのハイ

替額 ドレート化に関する研究創出事業、国費留学生支援事業

資産見返運 ②当該業務に関する損益等62
39営費交付金 ｱ)損益計算書に計上した費用の額：

(教育経費： 、研究経費： )31 8
0 0資本剰余金 ｲ)自己収入に係る収益計上額：

62ｳ)固定資産の取得額：

③運営費交付金収益化額の積算根拠

計 向学心、好奇心、工学心を喚起する実践的教育推進事業につ101
いては、平成 年度に終了する事業であり、十分な成果を上げ19
たと認められることから、運営費交付金債務を全額収益化。

バイオ資源メタン化とそのハイドレート化に関する研究創出

事業については、平成 年度に終了する事業であり、十分な成18
果を上げたと認められることから、運営費交付金債務を全額収

益化。

国費留学生支援事業については、予定した在籍者数に満たな

かったため、当該未達分を除いた額 万円を収益化。160
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期間進行基 運営費交付 ①期間進行基準を採用した事業等：成果進行基準及び費用進行2,108
準による振 金収益 基準を採用した業務以外の全ての業務

替額 ②当該業務に関する損益等

33 2,108資産見返運 ｱ)損益計算書に計上した費用の額：

営費交付金 (役員人件費： 、教員人件費： 、職員人件費： )46 1,366 696
0ｲ)自己収入に係る収益計上額：

0 33資本剰余金 ｳ)固定資産の取得額：

③運営費交付金の振替額の積算根拠

学生収容定員が一定数( )を満たしていたため、期間進行85%
計 業務に係る運営費交付金債務を全額収益化。2,141

費用進行基 運営費交付 ①費用進行基準を採用した事業等：退職手当、一般施設借料、225
準による振 金収益 障害学生学習支援等経費

替額 ②当該業務に関する損益等

0 225資産見返運 ｱ)損益計算書に計上した費用の額：

営費交付金 (教員人件費： 、職員人件費： 、その他の経費： )153 71 1
0ｲ)自己収入に係る収益計上額：

0 0資本剰余金 ｳ)固定資産の取得額：

③運営費交付金の振替額の積算根拠

業務進行に伴い支出した運営費交付金債務 百万円を収益225
計 化。225

国立大学法 該当無し0
人会計基準

第 第 項77 3
による振替

額

2,467合 計

（３）運営費交付金債務残高の明細 （単位：百万円）

交付年度 運営費交付金債務残高 債権の発生理由及び収益化等の計画

平成 年度 成果進行基 該当無し16 0
準を採用し

た業務に係

る分

期間進行基 該当無し0
準を採用し

た業務に係

る分

費用進行基 退職手当33
準を採用し ・退職手当の執行残であり、翌事業年度以降に使用する予定。

た業務に係

る分

33計

平成 年度 成果進行基 該当無し17 0
準を採用し

た業務に係

る分

期間進行基 該当無し0
準を採用し

た業務に係
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る分

費用進行基 退職手当180
準を採用し ・退職手当の執行残であり、翌事業年度以降に使用する予定。

た業務に係

る分

180計

ⅩⅠ．関連会社及び関連公益法人等
１．特定関連会社

特定関連会社名 代 表 者 名

該当無し

２．関連会社

関連会社名 代 表 者 名

該当無し

３．関連公益法人等

関連公益法人等名 代 表 者 名

該当無し


